
����������� �

国民年金の手続きはお済みですか？ 国民年金の手続きはお済みですか？ 国民年金の手続きはお済みですか？ 

　20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。会社
を退職されたときは、第2号被保険者（厚生年金）から第1号被保険者（国民年金）へ
の変更の届出が必要となります。 
　※ 第3号被保険者（第2号被保険者に扶養されている配偶者）であった方についても、
　 　第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届出が必要となります。 
○手続き窓口 
　矢板市市民課で手続きしてください。 
○手続きに必要なもの 
　① 年金手帳　②資格喪失証明書や退職証明書　③認印（本人が申請する場合は不要） 
　※同世帯で代理申請する場合は、代理人の身分証明書（運転免許証など）も必要です。 

会社を退職されたときは国民年金の届出が必要です！ 

　保険料を納めることが困難な場合には、申請によって保険料の納付が免除される制
度があります。また、退職（失業）による特例免除もあります。 

保険料を一部納付したのと同じ！ 
保険料の納付を免除された期間の年金額の計算は、保険料を納付した
場合と比較すると2分の1となります。 

万が一の際にも確かな保障！ 
病気や事故で障がいが残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなっ
たときの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とさ
れます。 

特例免除は、退職（失業）された方の所得を除外して審査！　　 
通常であれば、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象
となりますが、特例免除は、退職（失業）された方の所得は審査の対
象から除かれます。 

○手続き窓口 
　矢板市市民課で手続きしてください。 
○手続きに必要なもの 
　①年金手帳　②雇用保険受給資格者証の写しなど失業していることを確認できる公

的機関の証明の写し 
　※同世帯で代理申請する場合は、代理人の身分証明書（運転免許証など）も必要です。 

保険料の免除制度があります！ 

問い合わせ／大田原年金事務所　　（22）6313 
　　　　　　矢板市市民課　　　　（43）1117　  （43）5962

国民年金の手続きはお済みですか？ 国民年金の手続きはお済みですか？ 

メリット 11

メリット 22

メリット 33
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せ い か つ 情 報 

問い合わせ／塩谷郡市医師会 　028（682）3518  

ご意見、ご質問、取り上げてほしい病気などありましたら、〒329
－1312さくら市桜野1319－3さくら市氏家保健センター内 
塩谷郡市医師会までお便りをお寄せください。 

塩谷郡 
市医師会 
リレーコラム 
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